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諮問庁：秋田県公安委員会

諮問日：平成２５年１０月１６日（諮問第１１８号）

答申日：平成２６年１１月２６日（答申第７８号）

事件名：超音波式車両感知器の車両別の通過時刻を記載した文書の不存在によ

る非公開決定処分に対する審査請求に関する件

答 申

第１ 審査会の結論

秋田県警察本部長（以下「実施機関」という。）が、秋田市○○○地内に

設置している超音波式車両感知器（以下「本件車両感知器」という。）の車

両別の通過時刻を記載した文書（以下「本件対象文書」という。）について、

これを保有していないとして非公開とした決定は妥当である。

第２ 審査請求に至る経緯

１ 公開請求の内容

審査請求人は、平成２５年９月７日、秋田県情報公開条例（昭和６２年

秋田県条例第３号。以下「条例」という。）第９条第１項の規定に基づき、

実施機関に対し、次の行政文書について公開請求を行った。

秋田市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に設置しているＣ分

離型超音波式車両感知器（○○○○○○○○）の平成○○年○○月○○日

の午後○時から○時までの車両別の通過時刻を記載した文書

２ 実施機関の決定

実施機関は、平成２５年９月２４日、条例第１０条第１項の規定に基づ
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き、不存在による行政文書非公開決定処分（以下「本件処分」という。）

を行い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

審査請求人は、平成２５年９月２７日、行政不服審査法（昭和３７年法

律第１６０号）第５条の規定に基づき、本件処分を不服として諮問庁に対

し審査請求を行った。

第３ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

審査請求の趣旨は、本件対象文書に関して実施機関が行った本件処分に

ついて、その処分を取消し、本件対象文書を公開することを求めるという

ものである。

２ 審査請求の理由

審査請求の理由は、審査請求人から提出された審査請求書、意見書及び

意見陳述によると、概ね次のとおりである。

(1) 車両感知器は車両に常時超音波などの電波を発射し、ずっと反応がある

場合は渋滞して止まっていることを、次々に反応があれば車は動いて流れ

ていることを感知する装置であり、その電波の反応時刻を記載した文書が

存在しないことはあり得ない。

(2) 現在最も数多く設置されている車両感知器から得られる情報は、個々の

車の通過時刻、車頭時間、感知時間（車が感知されている時間）である。

(3) 平成１３年に警察庁科学警察研究所の職員が書いた文書によれば、車両

感知器から得られる情報は、個々の車の通過時刻、車頭時間、感知時間で
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ある旨の記載がある。これは、今から１０年以上前の時点の車両感知器で

も、個々の車の通過時刻、車頭時間、感知時間の情報が得られるというこ

とであるが、本件車両感知器はそれ以降に設置されているものであるため、

少なくともその当時と同等か、それを上回る機能のものが設置されている

と考えられる。

また、平成２３年に秋田県交通安全対策会議が出した秋田県交通安全計

画案によれば、車両感知器の情報収集結果を交通管制センターに送信し、

その解析結果を信号機に送って信号制御している旨の記載がある。さらに、

別の文書によれば、車両感知器は１秒単位でその電波の反応を感知するこ

とができるとのことであり、１秒間に何台通過したのかというデータを交

通管制センターの集中管理室にあるコンピュータに送って、そのデータを

基に信号制御を変えるということである。したがって、車両感知器は、そ

の情報を即座に交通管制センターに送って信号を制御しているということ

であり、５分ごとの情報を交通管制センターに送って信号を制御するなど

ということはできるはずがない。車両感知器は、主要幹線道路の信号の集

中制御をするために設置しているものであり、車両が５分間に何台通過し

たのかだけを調べるために設置しているものではない。

加えて、道路システムの専門家が書いた文書によれば、交通管制センタ

ーは、道路上に設置された車両感知器やテレビカメラ等により交通情報を

収集し、収集された交通情報は専用回線を通じてリアルタイムで交通管制

センターに集められ、集められた交通情報をコンピュータにより分析処理

して交通管制センターの地図板に渋滞状況等を表示することや、信号機、

道路標示などの制御パターンや運転者に提供する交通情報を自動的に作成

している旨の記載がある。○○○○○の信号制御システムは、間違いなく

交通管制センターに送られて集中制御されているわけであり、この集中制

御されている信号制御に必要な車両感知器のデータに、個々の車の通過時
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刻、車頭時間、感知時間が検出されないということはあり得ないというこ

とである。なお、車両感知器から発射された電波は、通過した車両の高さ

によって跳ね返ってくる速度が違うため、トラックと普通乗用車ではその

速度の違いによって車種が特定できるということになる。

第４ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁は、本件対象文書について不存在による非公開決定を行った理由を

次のように説明している。

１ 車両感知器の設置目的及び動作について

車両感知器は、車線直上に設置した超音波送受器から発する超音波の反

射を利用し、車両の通過や存在の感知を行うものであり、それにより収集

した交通量情報を基に、秋田県警察本部交通規制課に附置する交通管制セ

ンターにおいて必要に応じた信号制御を行うことによって、円滑で安全な

交通流を構築することを目的として作動している。また、車両感知器は、

その直下を通過する車両の速度によって感知の頻度が異なることから、そ

れを占有率情報として収集している。

２ 車両感知器の感知情報について

車両感知器は、その直下を通過する車両の交通量情報を収集するために

設置されているものであり、車両感知器により収集した交通量情報を基に、

交通管制センター中央装置において、感知器情報として５分間隔毎の通過

車両の交通量（台数）及び占有率（車両の存在）が表されている。

３ 本件対象文書の不存在について

審査請求人から、本件車両感知器について、平成○○年○○月○○日午
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後○時から午後○時までの車両感知器のデータを示す文書の公開請求がな

されており、これに対して、本件車両感知器の作動状況を示した行政文書

を既に全部公開しているが、それらの行政文書からも、車両別の通過時刻

を示す文書は存在しないことが明らかである。

また、本件車両感知器は、その直下を通過する車両に係る５分間隔の通

過交通量及び占有率を収集する目的で設置されているものであり、車両個

々の、あるいは車種別の通過時刻を収集するものではないことから、審査

請求人が言うところの電波の反応時刻を示す文書は存在しない。

第５ 調査審議の経過

(1) 平成２５年１０月１６日 諮問の受付

(2) 同 年１１月２１日 諮問庁から非公開理由説明書を収受

(3) 同 年１２月 ５日 審査請求人から意見書を収受

(4) 平成２６年 ３月１７日 審議

(5) 同 年 ４月１６日 諮問庁が意見陳述

(6) 同 年 ５月１２日 交通管制センターの現地調査

(7) 同 年 ５月２１日 調査結果の報告、審議

(8) 同 年 ７月 ７日 審査請求人が意見陳述

(9) 同 年１１月１０日 審議

第６ 審査会の判断の理由

１ 本件対象文書について

本件対象文書は、本件車両感知器の特定の日時における車両別の通過時

刻を記載した文書であり、実施機関は当該行政文書を保有していないとし

て非公開としている。
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２ 本件対象文書の存否について

審査請求人は、車両感知器から得られる情報は、個々の車両の通過時刻、

車頭時間、感知時間である旨主張する。また、車両感知器は、反射されて

くる電波を１秒単位で感知することができるものであり、当該電波の反応

時刻を記載した文書が存在しないことはあり得ない旨主張する。

これに対して諮問庁は、本件車両感知器は、その直下を通過する車両を

感知する装置ではあるものの、５分間隔の交通量及び占有率を収集するた

めのものであり、車両個々の、あるいは車種別の通過時刻を収集するもの

ではないため、本件対象文書は保有していない旨説明する。

この点について、当審査会において交通管制センターの調査を行ったと

ころ、本件車両感知器で収集したデータからは、通過交通量及び占有率を

５分間隔ごとに集計されたものが出力されるに留まっていることから、車

両別の通過時刻を記載した文書は存在しないとする諮問庁の説明に不合

理、不自然な点は認められない。

第７ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名

阿 部 千鶴子 司法書士

池 村 好 道 秋田大学教育文化学部教授

会 長 柴 田 一 宏 弁護士

田 仲 和 子 消費生活実践グループin秋田「こまちの会」

副代表

会長代理 三 浦 清 弁護士


